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物価高騰支援臨時給付金

物価高騰 |こ よる負担 I〔:3を踏まえ、令和 5年度住民税均等割のみ課税されて
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基準日(令和 5年 12月 1日 )時点で有田市に住民票がある世帯で、令和 5年度分の

住民税が均等割のみ課税されている世帯 (※ )

ただ し、 「
~世

帯全員が住民税課税者から扶養されている世帯_|は対象外です。

xEL囲整宴三濃螢馬」_のぁぼ蓋盪薇踵、1■■堕La財延二塁

宅和 5年度
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もし<は、

複数人世帯

令和5年度住民税

均等割のみ課税者

令和5年度住民税

非課税・未中告蓬
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支糸8方法 対象者には①支給要件確認書もしくは②支給要件申請書を送付します。

●支給要件を満たした場合、 1世帯あたり10万円を

支給 します。

●給付金の受給を希望される方は、

確認書・ 申請書の返送が必要です。

振込□座を変更 したい場合/
給付金の受給を辞退 したい場合

確認書および申請書に記載 している方法で、

□座変更・辞退の手続きを行 つてください。

酵見□

対象世帯

翁和6年

3月 15日 (金 )～

5月 31日 (金 )

消印有効

令和6年

3月 27日 (水 )
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て い 構成されている世帯

は未申告者で構成されている世帯
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※令和5年 12月 1日時点で有田市に住民票がある世帯が前提条件です。

。別居の親 。子等から扶養されている
(例 :大学生等)

。社会人 1年目で、令和4年 は扶震されていた
。単身赴任の課税者から扶養されている  等

。非課税世帯への物価高騰支援臨
時給付金(7万円)の支給対象世帯
・ 翁和 5年度住民税所得割が課税
されている世帯

対象外である|こ もかかわらず、支給要件確認きまたは
支給要件申請書が届いた場合は、「受糸8しない」旨の
届け出をお願いします。
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〔〔lFれかつてもすべて

住民税については、 聰 税通知
書」または「特別徴収税額決定通
知書」をご確認ください。

※上記の発送書類とは別に、令和5年 1月 2日以降の転入者を含む世帯て、他市町村での課税状況が確認できなかった世帯には、3月 上旬|こ ご案内を送付しま Ci
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同封の支給要件確認書 【記入例】を参考 |こ 不備な<記入し、返信用封筒に入れて返送
して<ださい。

地L 不備が発生すると、不備を解消するまで受給できません。不備の解消に
罐赳飩L II時F奎牟変ぅため、受給が大幅に遅れます。返送の前によ<ある不備
ど⑫下町をご確認<ださい。

よ<ある不備
。□座の登録・ 変更を希望する際に、キ ャッシュカー ド
もし<は通帳の見開きベージの写 しが固封されていない。

・本人確認書類の写 しが同封されていない。
・□座名義欄にカタカす以外を記入 している。
・世帯主氏名が異なる。
・確認日(記入日)が空欄になつている。
・廃止、変更となつている金融機関名、支店名が記入されている。
・必要な箇所にチェックがなされていない。

キャッシュヵ―ド

通 帳
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or

※表紙を開いた最初のベージの写しを同圭」して
<ださい。残高 。明細の写しは必要ありませ
んので同封しないようご注意ください。

令和 5年度住民税
均等割のみ課税
されている世帯

は
い

世帯全員が住民税課
税者から扶養されて
いない

はい

対
象

外

対象外 に未申告者がいる ②世帯に令和5年 1月 2日以降に転入した人がいる
0過去に有田市から給付金を受け取つたことがない
④過去に給付金を本人(世帯主)以外の□座で受け取った

●世帯

支給要件確認書の対象です 支給要件申請書の対象です

有 田市役所 福祉言果 福祉相談係
富)丁 EL:0737-83-1111(内 線614)

受付時間 平日8:30～ 17:15 ※土日祝を除<

1薫
1子含対象世帯確認フロrチャT卜   ※当チャートは一面な轟差轟しそしヽ轟。

お問い含わせ



牛ク刀価高騰支援臨時給付金

【給付対象】   塁塗旦上金和屋壁授涯巳旦
①対象者(世帯単位)

基準日時点で有田市に住民票がある世帯で、世帯全員の令和 5年度の住民税

(令和 4年 1月～ 12月 の収入を基 |こ 算定)が

均等割非課税 又は 均等割のみ課税 である世帯
※なお、世帯全員が課税者から扶養されている世帯は支給対象外です。

②加算対象となる児童の範囲
原則として上記①の総付対象世帯と基奎E](_金租5霊 12星■日旦こお螢二回二菫壺となつている

■3歳塑壁玉聖重■7笙4旦2旦上壺整量圭担と配星菫

k例外的に対象となる児童〉                   ́_
ア.基準日以降に生まれた新生児
イ.対象世帯とは別世帯だが扶養している児童 (申請が懸要※)

※申請ん法等は、決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
(4月から申請受付開始予定)

く例外的に対象とならない児童〉

施設入所児童は、対象世帯から施設への住民雲の異動有無にかかわらず、
原則として対象外

は見□
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〈参考〉

住民税は「均等割」と「所得割」
で構成されています

【給付額】

【受給手続】

【支給スケジュール(予定)】

3月 中旬 |こ「支給決定通知書」を送付の上、給付金

(7万円又は 10万円)と 同一の□座へ支給します。

児童 1人あたり 5万円  (世帯主に対象児童簿を含算して給付します)

対象世帯には、市から関係書類を送付します。

対 象 市からの発送書類 主な手続き

対象世帯と基準日において

同一―世帯の 18歳以下の児童

(上記給付対象②イを除 <)

支給決定通知書

【ブッシュ型】

手続上憂玉豊です
(令和 5年度中に支給実績がある世帯に対象が

限られるため、市において同一日座への支給
手続きを実施します。)

手続不要の方
ヽ

1圏攀

物価高騰 |こ よる家計の負担増を踏まえ、対象世帯への総付の加算 (こ とも加算)を支糸合します。
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※令和 5年 12月 1日時点で有田市に住民票がある世帯が前提条件です

中

※当チャートは一般的な事例を想定しています

・別居の親 '子等から扶養されている
(例 1大学生等)

。社会人1年 目で、令和4年は扶養されていた
。単身赴任の課税者から扶養されている 等

加算対象となる児童は18歳以下 (平成17年
4月 2日以降生まれ)である

対象外

給付対象となる世帯主と対象児童は同一世帯である

」四ト

」■ト

※②のんは、同時に支給される場合があります

「子育て世帯向けの給付金 (子育て世帯生活支援特別給付金)」 と 今回の「こども加算」
で|よ対象世帯の条件が一部異なります。
前回の受給者のうち「住民税 所得割 課税対象者」がいる世帯などは、対象外となり

ますのでご注意<ださい。
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世帯全員が

令和 5年度住民税

非課税者

世帯全員が課税者から

扶養されている

対
象
外

いいえ いいえ

し

し

，

世帯全員が

令和 5年度住民税
均等割のみ課税者

対
象
外

いいえ

いいえ

0令和5年度非課税給付(7万円)、 又は
②令和5年度均等害」のみ課税給付(10万円)

のいずれかを受給した

有 田市役所 福祉課  福祉相談係
雪 T巨 L:0737-22-3541(内 線614)

受付時間 平日8:30～ 17:15 ※上日祝を除<

ら

・ 支給
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湯浅税務署からのお知らせ 「L
目Eな=ヽ
見 ;」
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自宅から
スマホで申告

便利です

`

/自動計算
/添付書類不要※一部の書類を除く
/持参 0印刷 0郵送不要
/早期還付

紳 ‖ 寸 される方
振 替 日

(振替納税をご利用の方 )

申告書の提出後に、納付書の送付やお知らせ等はありません
納税は、日座から自動引き落としされる振替納税等キャッシュレス納付
をぜひご利用ください。 詳しくは、サイトヘアクセス 1
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納  期  限

申 告 所 得 税

及び復興特別所得税 3月 15日

令和6年

4月 23日

令和6年

び
税

者

及
費

業

税
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4月 1日
令和6年

4月〔Ю日

令和6年

付金のお支払いは申告書を提出されてから、

がかかる場合があります。あらかじめご了承<ださい。

1か日か ら1か月

【裏面】ヘ

L■

薔
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令和 5年分確定申告に関する納期限等のお知らせ



4/1
期限:

日

マちか

インポイス発行事業者は消費税の確定申告が必要です :

令和 5年中にインボイス登録をされた事業者の方につきましては、

基準期間の課税売上高 1,○○○万円以下でも、免税事業者とはなりませんのでご注意ください |

層
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取引関係職 寺●:I=:itII_:1■ |と 二三| :■ ●
==に

区分

インポイス発行事業者の登録日 (令租 5年 10月 1日 )以降の申告が必要となる
ため、請求書や納総 仕入明細書などの取引関係資料を区分する必要があります

売上げや仕入れ等の金額を、税率ごとに区分 した帳簿等の保存が必要です

O i響
"取

奪:豊
=抵=要

妻を作成すると、申告書の作成がスムーズです

Q 令和 5年分の消費税の申告・納付期限は索職 手毒 t=■ 1彗 1再 :です

※ 個人事業者の消費税の納税は、日座引き落としによる「振替黎研党」が便利です

Ｐ
聯
自
〓

確定申告書を作成

:>インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となつた方ヘ
2割特例は、売上金額を集計すれば、手軽に納税額が計算できる仕組みです。
一般課税、簡易課税のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに、

申告書の (2割特例)の適用欄に〇を付記することで適用可能です。

≫).‐
個人‐事t業≧血勝のインボイス制度への対応のポイント
「これだけはオ甲さえてほしい!」ポイントをまとめたサイトです。
ご自身′のケースに合わせてご活用ください !

インボイス制度説明会のご案内
〇 説圏金』 滋 遡庄宣盤
・ インボイス制度の内容 (基本的な仕組みや概要)

・ 登録申請手続の方法、)肖費税の確定申告の事前準備方法など
当日、登録申こ両手続を希望され:轟「個人事業者1の方は、「スマートフォン」『マイナンバーカート(バスワード含む)」 をご持器くださtヽ 。
なお、スマートフォ〕′をお持ちでない方は、薔面(こよる登録申議tl出来ますので、ボールベン等の筆記用興をご持参ください。
 ヽoTaxを利用されたことがある方は、型』理銀譴ュ重量 (バスヮード含む)もご用意ください、

② 説鵬金上盤談塗塑闘鵬担膿

ヽ なお、個別のご質問につきましては、時間の都合上、当剛お受けてることができませ
～r

量週塵證塾1日団彊上墓塾整1壺:l」 :盛1置i鐘 :こ ついては、後日、事前予絢の上、ご来書いただきますようお願いします。

i予絢窓回 :潟 i喪辱竜素書:鶴入課糠 鼻F聡  073T一 豪懲 54o3:

閑催年月日 時間 開催場所 定員

令和6年3月 27自 10時～11時 〒643-0004
湯浅町潟浅2430-77
温浅納税協余
3贈 会議室

30名

湯浅税務樫
個人課税音8門
0737-63-5403
※事前予約は、開催日の
1週睡 で受付

令和6年4月24B 14時～15時

□
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2 に区分

ため
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予約窓口


